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事務局（品田） 皆様おはようございます。本日はお忙しい中ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

ただいまより令和６年度第４回史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備

専門委員会を開催いたします。 

それでは本日ご出席の皆様をご紹介いたします。 

波多野純委員長でございます。 

鈴木淳副院長でございます。 

鈴木一義委員でございます。 

小野良平委員でございます。 

斉藤博委員でございます。 

槌田博文委員でございます。 

三輪紫都香委員でございます。 

なお大森委員はＺＯＯＭでのご参加となっております。 

本日はオブザーバーとして文化庁文化資源活用課小野友記子文

化財調査官、それから東京都教育庁地域教育支援部管理課の平田

健様、お二方ともＺＯＯＭでご参加をいただいております。 

また本日は史跡整備にご協力いただいております文化財保存計

画協会の木下様、麻生様にご参加をいただいております。 

毎回ご参加しております史跡公園担当課長の雨谷ですが、本日

所用がございまして欠席をしておりますので、進行は私が務めさ

せていただきます。 

それでは本日の資料の確認をいたしたいと思います。机上に資

料を用意しております資料の１番目として、今年度第３回専門委

員会の審議概要がございます。資料の 2 番目で史跡整備における

「フクゲン」の定義について、という資料がございます。資料の

３番目としまして、遺構・建造物展示活用方針について。資料の

４番として理化学研究所板橋分所資料調査について。資料の参考

図がついてございます。資料の５番目、遺構・建造物整備案④。 

資料６－１となっておりますが資料 6 となります、Ａ地区の土地

履歴について。これらが 1 つのクリップでまとまっているもので

ございまして、この他に追加資料としまして、加温貯蔵室の建材

について、もう 1 つが軌道敷についてという追加資料の 2 番目が 

ございます。それから皆様にご協力いただきました前回の議事録

がございます。 

資料は以上になりますが過不足がございましたら大変恐縮です

が事務局までお申し出いただきたいのですがいかがでしょうか。 

なお、会議録を作成する関係から議事の内容を録音させていた

だきますのでご了解のほどよろしくお願いいたします。 

それではこれからの進行を波多野委員長にお願いをしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

波多野委員長  では早速始めさせていただきます。 

今日はアメリカでの調査結果が図書館で展示されていまして、

それを見ていただく機会が用意されているようですので、極力

１２時までに終了させるという努力をしたいと思います。よろし

くお願いします。 

では早速議題の１番目の振り返りからお願いします。 

事務局（品田） それでは議題の 1 番目になります。前回の会議の振り返りにな

ります。資料１をご覧いただきたいと思います。 

まず１番目の議題、前回会議の振り返りということについては

特段の質疑応答がございませんでした。 

続きまして２番目、野口研究所の調査報告でございますが、概

ね四点のご意見がございました。 
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まず一点目が建造物整備については人を入れる、入れないとい

った条件をまず設定した上で内部整備を検討したほうがよい。そ

れから二点目、復原（復元）が前提ではないということをしっか

り表現して欲しい。三点目で産業遺産であることから、そこで何

をしていたのかがはっきり分かるのであれば復原（復元）すべき

だと思うが、そうでなければ遺跡の保存を前提として考えるべき

である。四つ目で復原（復元）する場合、根拠資料となる昭和

２８年図では、２０年の修景整備の根拠になるのかが微妙である

ので、復原（復元）を伴う整備を行う際には補強する資料が必要

である。こういったご意見をいただきました。 

続きまして三つ目の議題の遺構・建造物整備について、発射場

等々の整備についてお話をさせていただきましたが、これはにつ

いては射垜の整備は単に時代の一点を表現するのではなく、可能

な限り明治期から終戦時にかけた施設の変遷を表現したほうがよ

いという意見をいただいております。 

最後四番目の産業ミュージアム整備の考え方についてでござい

ますが、現状の資料では産業ミュージアムとガイダンスが比較で

きないので、何を表現するのかをきちんと表現して欲しい。それ

から産業ミュージアムとガイダンスの検討を別々に行うことの妥

当性がわからない。これについては、ガイダンスが史跡の価値を

中心に表現するところで、産業ミュージアムは二造から始まる区

産業に焦点を当てた施設であると理解しているというお答えをさ

せていただいたところでございます。それから三点目、旧理研内

の整備にあたっては、改変一つ一つに理研のストーリーが詰まっ

ているので、その部分を表現できると面白い。四つ目、個別の委

員会で検討する場合、この個別の委員会とはこちらの委員会と産

業ミュージアムの検討委員会のことを指しております。この場合

でも理研の歴史の部分は重要であるので、検討内容のフィードバ

ックが必要である。こういったご意見をいただいております。 

本日は、産業ミュージアムとガイダンスの比較を、皆様に現時

点での事務局の考え方、それから理化学研究所の整備にあたっ

て、現状でどこまで調査が進んでいるか、そういった内容を皆様

にご紹介をさせていただく時間をとりたいと思っております。 

議題の一番については以上であります。 

波多野委員長 以上ですが、何か問題ありますでしょうか。ひとまず先に進ん

でよろしゅうございますか。 

はい。では２番目の「フクゲン」の定義について、お願いしま

す 

事務局（品田） それでは議題の 2 番、「フクゲン」の定義について、資料２を

ご用意いただきたいと思います。 

今年度の委員会の中で「フクゲン」の漢字の当て方は「元」と

「原」という復原（復元）の２つ言葉の定義を明確にしたほうが

いいのではないかというご意見を、会議の中でいただいておりま

す。 

今回はこの資料で言葉の定義を定め、今後の資料作成において

は使い分けをしていきたいと考えております。この内容につきま

しては現在作成中である史跡公園の設計基本方針に掲載をして、

きちんと使い分けをしているというところを提示したいと考えて

おります。 

こちらの定義は、基本的にはいろいろな考え方があるかもしれ

ませんが、史跡公園を整備するにあたってこういう考え方で進め

たいということで、事務局としての定義ということをご了解いた
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だきたいと思っております。 

それでは①になりまして「復元」と「復原」の概念について、

遺構や建造物を元の位置や形状に戻す行為という意味になるので

すが、それぞれ文言ごとに次の通りの概念として取り扱う。 

まずＡの「復元」、これは過去に存在していたが、現在は直上

に存在しないものを根拠に基づいて再現する行為で、Ｂ「復原」 

は現在存在している遺構建造物を過去の時代に戻す行為である。

こういった概念で進めたいと考えております。 

②の本史跡における「復元」と「復原」の取り扱いについてで

すが、これはともにその行為が産業遺産としての理解に繋がるこ

とを十分検討した上で、実施の可否を検討する。「復元」であっ

ても「復原」であっても、その行為が理解に繋がらなければ実施

しないと、「復元」・「復原」が前提ではないということを設計

の基本方針の中に取り込みたいと考えております。 

整備の例を具体的に言いますと、Ａの「復元」は現状野口研究

所内にもともとあった南北土塁がなくなっていますので、これを

もしフクゲンするのであれば、「復元」を使うことを考えており

ます。Ｂの「復原」は、例えば燃焼実験室の開口部を整備するで

あるとか、加温貯蔵室のシャッターを除去する場合に「復原」を

使うということで整備基本方針それから今後の整備設計について

も、この概念で進めたいと思っております。 

議題の２番は以上になります。 

波多野委員長 はい。いかがでしょうか。 

正直言いますと、広辞苑では両方の漢字が並列で書いてあって

「復元」のほうが先に書いてあります。定義は言ってしまえばそ

れぞれの学問領域によって定着した理解があって、それは全体の

共通理解とはかなり違っていても、それぞれの業界ではそれを正

義だと主張するようなちょっと特殊な部分になるような気もして

います。私自身の定義もこれとは少し違うと思います。 

でもここでは、ということでひとまずスタートさせていただく

ということでよろしいでしょうか。 

ただ多分、これからも事務局も使い間違えたりするような気も

します。微妙な部分がたくさんありますから。事務局提案をこの

場の共通理解とするということでお許しください。 

先行かせてください。３番目、遺構・建造物展示活用方針につ

いてお願いします。 

事務局（品田） 遺構・建造物の展示活用方針について、資料３をご用意いただ

きたいと思います。 

こちらですが、前回お話しましたがガイダンスと、産業ミュー

ジアムの相違も含め、どういった形で展示活用していくのかとい

うことに関する現時点での事務局の考え方でございます。 

来年度、産業ミュージアムそれからガイダンスも、展示活用に

ついての計画を皆様にご提示をしたいと思っておりますので、現

状でこういう感じで、こういう形で検討したほうがいいのではな

いかというところを挙げさせていただいております。 

それでは資料の①番になります。遺構・建造物の展示活用に関

する前提で、これについては史跡指定地全体を通して平成２９年

策定の史跡公園（仮称）基本構想における「憩う・学ぶ・創る」

を来場者に提供する。基本構想のこのテーマはこのまま維持して

いくと考えております。 

具体的にはどういうものなのか、まず黒丸の１個目、遺構群を

直接見ることで産業遺産を学ぶ場とする。旧野口研究所エリア及
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び旧理化学研究所エリアに点在する遺構群を回遊するルートを設

定し、これを見ることによって産業遺産であることを理解しても

らうというようなことで、野外博物館というようなイメージで整

備するという考えをこちらのほうで提示しております。将来的に

は史跡の指定地周辺に点在する遺構・建造物、例えば東京家政大

内の遺構であるとか、圧巻圧輪記念碑であるとか、あといまだ陸

軍時代の標柱も残っておりますのでこういったもの、その他火薬

製造所としての価値を実際には持っていないもの、例えば板五米

店や、この近隣の地域の会社の社内博物館や大学の博物館である

とか、こういったものについても地域史や産業史を語るものとし

て併せてエコミュージアムとして整備し、史跡公園はその中心と

しての活用を想定しております。 

続きまして燃焼実験室、旧理研の建物については内部の整備を

行い、一部展示施設として活用する。これが従前からお話をして

います産業ミュージアムとガイダンスのお話になります。それぞ

れガイダンス、産業ミュージアムとして整備をしますが、それぞ

れ活用する以前の前提として、まず建物自体をきちっと見てもら

う。見てもらうことによって史跡の価値を理解していただくとい

うことをスタートにしたいと思っております。 

復原（復元）については産業遺産の理解に繋がるかという視点

から令和７年度から８年度に予定している建物整備の基本設計で

検討を行っていきたいと思っております。 

後程理化学研究所のお話が出てきますが、理化学研究所につき

ましては、１つの歴史で整備ができるということではなく様々な

ところでいろいろな要素が出てくるところがかなり難しいところ

にはなるかと思いますが、来年度理化学研究所の整備基本設計を

行う予定にはなっておりますので、皆様とご検討、ご協議いただ

きながら、復原（復元）をするのであればどこをするのか、どこ

までするのかという検討を行っていきたいと考えております。 

ガイド機能は、ガイダンスの中では史跡の歴史的背景であると

か戦後の地域史、産業ミュージアムの中では、戦後の理化学研究

所の成果や現状、あるいは区産業の歴史などを来場者にガイドし

たいと考えております。 

まず建物を見ていただいた上で余剰の部屋につきこういったガ

イドするというような建物にしていきたいと考えております。 

続きまして②ガイダンス・産業ミュージアムの構成でございま

す。 

まず（１）の展示公開ですが、先ほどもお話した通り来場者向

けの展示機能はまず一部にとどめる。まず建物の中を見て理解を

していただいた上で展示機能を設ける、屋外博物館及び建物内部

を見ることでまず産業遺産としての理解を促したいと考えており

ます。 

ミュージアムとしての展示につきましては令和 7 年度からデジ

タルミュージアム、皆様にも後程デジタルミュージアムの考え方

をご提示させていただきますが、令和７年度より構築予定のデジ

タルミュージアムをメインとし、現地による展示が必要な内容に

ついては実際の展示を行う。この展示の内容につきましては令和

７年度に内容を検討していきたいと考えております。 

展示以外の活用というところで（２）の施設活用についてでご

ざいます。史跡の本質的価値を示す部分、展示公開が必要な部分

をまず示し、示した上でそれ以外については事業実施のための活

用施設にしたいと考えております。具体的に言うとソフト事業を
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実施する部屋にはなると思います。 

活用テーマとして、こういった活動テーマはどうかと提示をさ

せていただいておりますのが、こちらの場所が近世から近代、現

在まで一貫して研究を行ってきたエリアであるということから、

ソフト事業は研究というテーマで進めることを考えております。 

例えば近世は加賀藩による大砲鋳造、ここで研究があったかどう

かというのは微妙なところであるかもしれませんが挙げさせてい

ただいております。近代については国内初の理工学系の研究所が

設置された。戦後については跡地利用による野口研究所、理研、

それから極地研究所や計量研究所などの国立研究所。それから民

間企業の研究所も多く設置をされたというところであり、加賀の

周辺一帯がほぼ研究というところのテーマで近世から現代まで進

んできたところから、研究というテーマを使って事業を行ってい

きたいと考えております。 

次のページで、ガイダンスと産業ミュージアムの違い、こうい

ったことをテーマとして検討していったらいいのではないかとい

う点について、整備の概要を示しております。 

１つ目として展示施設として何を展示するのかでございます。

エリアとしてガイダンス施設は旧野口研究所の燃焼実験室、産業

ミュージアムは物理試験室及び爆薬理学試験室となります。ガイ

ドの内容につきましては来年度計画検討をさせていただきますの

で現状の案としてご理解いただきたいと思いますが、ガイダンス

では火薬製造所・研究所の歴史、野口研究所の歴史で、最近野口

研究所とは連携が深くなっておりまして、調査が進められており

展示も可能な状況になりつつありますので、野口研究所の歴史を

項目に入れさせていただいております。また近隣の地域史として

主に歴史を中心にガイドを行いたいと考えております。 

産業ミュージアムにつきましては、理化学研究所、特に宇宙線

研究の歴史と現状で、実際に遺構が残っているということもござ

いますので、こういったものは現地でガイドする。それから区の

産業の歴史と現状、こちらの区の産業のミュージアムというよう

な概念で進めていくことから、区産業の歴史や現状もこちらでガ

イドをしていきたいと考えております。 

次に内部の遺構を見て理解につなげていただきたいというとこ

ろで１つ目のガイダンス施設がＡですが、なかなかそのような遺

構はないのですがまず発射室で、弾道管と接続した部分が中から

見えますので、これを見ていただいて火薬研究所時代にどのよう

な研究を行っていったかというところについて理解をしていただ

く。また分電盤も古い部分ですから、こういったところを見て当

時の状況、史跡の本質的価値を理解いただきたいと考えておりま

す。 

産業ミュージアムにつきましては、１つ目がトロッコレール跡

で、火薬製造所時代のトロッコレールが残っておりますので、こ

れも見ていただく。それからコンクリートブロック、終戦直後ぐ

らいですか、コンクリートブロックで部屋を分けて使い勝手をよ

くするなど、理研さんでやられていたという歴史がありますので

この歴史はきちんと展示する。それからスーパーコンピューター

の遺構の上げ床の部分で、これはスーパーコンピューターが導入

されたということの明確な遺構だと思いますので、こういうもの

も見せていく。最後に宇宙線計測の遺構で、ハウスインハウスの

ような部屋が残っている。こういった部分も見ていただいて来場

者に理研の歴史をご理解いただきたいと考えております。 
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続きまして活用施設として、先ほど研究をテーマにして活用事

業をやっていきたいというお話をさせていただきました。ガイダ

ンス施設と産業ミュージアムでそれぞれどういった研究をテーマ

にするのか、ですがガイダンス施設につきましてはヒストリー、

歴史、産業ミュージアムにつきましては、理研さんの歴史や、産

業としての歴史もありますのでサイエンス＆テクノロジーとして

研究のテーマを分化させることを検討しております。これは明確

に分けるということではなくて、それぞれがグラデーションで重

なってくる部分もありますので、これらをトータルで、テーマに

基づきどういった事業を行っていくのかについては来年度以降、

これも検討していく予定になっております。 

次に研究の概要及び事業の具体案があります。これも先ほど申

しました通り現状では事務局の案で、是非があると思いますので

まず案ということでお聞きいただきたいと思います。 

まずガイダンス施設ですが、未解明の火薬製造所・研究所の全

容解明に向け研究をして、わかったことを例えば展示で生かして

いく。さらに将来的には復原（復元）整備等に生かしていく。

２つ目としては、戦後の跡地利用の研究で、周辺地域にはいろい

ろな研究所が入ってきたとか、様々な土地利用の変遷がございま

すので、これを研究することで、地域学まで昇華できるところま

で進めればいいと考えております。それから３番目として当時に

おける研究史、当地は研究エリア、研究所が多かったという点か

ら、どういう研究を行っていたのかという歴史の研究を進めてい

きたいと思っております。 

続きまして産業ミュージアムでございます。こちらはサイエン

ス＆テクノロジーをテーマに、まずものづくりのイノベーション

に向けた研究を行う。次に板橋区の産業史の研究で、これはガイ

ダンス施設とも連携してやっていくものだと考えております。さ

らに３つ目で、大学の研究室の誘致により共同研究体制を構築す

る。こういったことも可能ではないかと考えております。 

続きまして事業の具体案です。 

ガイダンス施設につきましては、できれば学芸員を常駐させた

上で研究を進めたいと考えておりますが、学芸員によるが研究成

果の発表と、区民への還元を行う。これは例えば発表会や企画展

実施が該当します。また近隣の中高生との共同研究と人材育成で

将来的に歴史家の育成まで進めていくような人材育成の事業をや

っていきたいと考えています。今板橋区でも、部活の民間移行、

地域移行を進めていますが、例えば史跡部を設置して、中高生と

一緒に史跡について考え、もしくは、当地の歴史について考えて

いく、こういった場にすることを検討しております。それから

３つ目で区内近代遺産の調査データベース化ということで、近代

遺産は区内に残っているので、将来的にはなくなりつつあるもの

も維持していかなければいけないということからそういうものの

調査やデータベース化を進めていきたいと思っております。 

産業ミュージアムにつきましては、まず基礎研究の広報で、最

先端研究の紹介やワークショップなどの実施。２つ目は、大学の

研究室とサテライト設置。研究内容等と区産業のイノベーション

に向けたマッチングを行う。この件につきましては以前大森先生

からお話をお聞きしたのですが、以前理化学研究所がこちらにあ

ったときは、町工場の方々がこちらのほうにいらっしゃって、イ

ノベーションについてのざっくばらんな話がよくできたというこ

との事でしたので、そういった仕組みもまたこちらでできるので
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はないかと考えております。３番目、先ほどのガイダンスと一緒

ですけれども、中高生の育成で、例えば東京大学宇宙線研究所と

は今区と連携して共同でいろいろやらせていただいております。 

研究調査を協力していただいていますので、サイエンスカフェな

どの実施も可能ではないかと考えております。 

こちらの研究の概要それから具体案というのは一例でございま

すので、今後内容はもう少し皆さんと検討していくべきであると

考えておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

続きまして次のページになりまして検討スケジュールでござい

ます。令和７年度にそれぞれの施設の展示活用計画をまず策定を

した上で、８年度に先ほど言いましたこの両方のガイダンスと産

業ミュージアムで、トータルでどういうことができるのか、それ

から、各々別々のデザインでは一体化が生まれないので、トータ

ルデザイン検討なども実施しつつ、令和９年度以降に基本設計、

実施設計を進めていきたいと考えております。 

以上、遺構・建造物展示活用方針になります。現状ではたたき

のたたきぐらいのレベルでございますので、ご感想ご意見いただ

ければ今後それを生かして、また改めて考えていきたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

波多野委員長 ありがとうございました。 

実はこれが一番のメインですから、後の様々な報告に時間とる

と、ここでどのぐらい時間とっても大丈夫ですか。このあと報告

時間はなくなるのも危険ですので。 

事務局（品田） 次の議題が一番ボリュームが大きいと思います。 

波多野委員長 重複したら逆にそちらを進めて時間の許す限りこれをやる、後

でやるというやり方をしましょうか。 

事務局（品田） はい。わかりました。 

波多野委員長 はい。早速次の報告に行ってください。 

事務局（品田） それでは続きまして議題の４番になります。 

遺構・建造物の整備検討で、今回は理化学研究所エリアを検討

したいと思っております。理化学研究所といいましても、現状で

どこまで調査が進んでいるのか。その調査を基にどこまで整備が

できるのかといった検討を現状でしないといけないと考えており

ますので、まず杉山から理化学研究所に関するこれまでの資料調

査について、どこまでわかっているかというところを、お時間を

いただきながらご説明をさせていただきたいと思っております。 

事務局（杉山） それでは私から、これまでの前提といたしまして、これからの

整備の根拠となる資料を改めて確認させていただきたいと思いま

す。実は理化学研究所さんのご協力もありまして、また新しい写

真資料等も見つかっておりますので、それも含めてご提示をさせ

ていただきます。今回スライドもご用意しておりますので、写真

等はスライド等でご紹介させていただきます。 

まず理化学研究所板橋分所ですが、板橋分所と一口に言っても

いろいろな研究室が入っているというのはこれまでの会議でも指

摘があった通りです。こちら理研さんの１００年史から引用させ

ていただきましたが、黄色で示されている研究室が板橋で活動さ

れた研究室です。仁科芳雄の仁科研究室に始まり、最後は大森先

生の研究室まで、２０１５年まで様々な研究者に使用されてきた

という流れになりますが、この史跡としての中でメインになるの

は、この宇宙線研究室、仁科芳雄、仁科研に始まる宇宙線研究室

の活動ということになってございます。そういったところも踏ま
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えまして、これまで理研さんの資料を様々見させていただきまし

た。 

続いて机上配付しております資料に戻ります。資料の４番、こ

れまで調査を行ってきた資料を簡単にその代表的なものだけご紹

介をいたします。 

一番の調査歴の根拠となる資料で、まず文献資料の調査になり

ますが、こちらはまず理研の記念資料室、三輪先生のご所属の資

料室ですけれども、こちらの所蔵資料が本当に基本的な資料にな

ります。ここには３点だけ上げておりますが、この他にもたくさ

ん写真などいろいろお見せをいただいております。まずは宇宙線

研究室記録という、昭和２０年代から４０年代ぐらいにかけて、

研究室が毎週、研究会や相談会を室員で行っていまして、それを

記録した議事録のような資料が２０冊ほど残っています。これに

よって、研究室の活動の全体がある程度わかって参ります。また

写真資料も非常に膨大にお持ちになっていらっしゃいまして、い

ろいろな年代のものがございますが、今日はこの後、特にその中

でも一番古いと思われる昭和２４年撮影と考えられる写真をご紹

介させていただきます。また、昭和２４年の間取り図ということ

で、実は理研さんと、アメリカのナショナルアーカイブス、米国

国立公文書館に同じものが入っていることが、近年わかりました

が、実は、ＧＨＱが占領している時期の理化学研究所の板橋分所

で、どの部屋にどんな装置があって、どこに机があってどこに椅

子があってという詳細な間取り図が、理研さんでも見つかってい

ます。非常に古い時期理研板橋分所が入って、非常に古い時期の

様相をあらわす基礎的な資料がこれまで見つかっているというと

ころです。 

また今年の夏になりますけれども、理化学研究所の総務部さん

にもご協力をいただきまして、現在の法人文書をいろいろ拝見さ

せていただきました。資料には昭和６０年代とまとめさせていた

だきましたが、ちょっと時間にはいろいろ幅があるのですけれど

も、昭和３０年代ぐらいから６０年代ぐらいにかけての法人とし

ての文書が見つかっています。特に今回はその中でも、板橋分所

の写真が見つかりまして、現状の建物と大きく異なる部分も今回

見つかりましたのでこの後ご紹介いたします。 

こういった理化学研究所の資料とあわせまして、自由学園が所

蔵する資料の中に、自由学園のＯＢで理研の宇宙船研究室の主任

を長く務めていた和田雅美という研究者の宇宙船研究日記という

ものも残っております。これはこれまでもいろいろ引用させてい

ただいておりますが、非常に長期間にわたって膨大な量の日記・

記録を残されていらっしゃいまして、この資料を丁寧に読んでい

くことで、装置や設備に関する更新の記録ですとか、或いはそれ

に伴う研究活動の流れなども見えて参ります。こういった資料を

組み合わせてみることで、理化学研究所の戦後の活動については

かなり鮮明に確認できるところは確認できるといったところがご

ざいますので、こういった資料を根拠にしております。 

また戦後の建物といいますか、戦後の組織になりますので、関

係者の方にも、理研に在籍していらっしゃった関係者の方に対す

る聞き取り調査も、板橋区も実施をしております。こちらは理研

の記念資料室さんも積極的にやってらっしゃいますので、いろい

ろ教えていただくことが非常に多いのですけれども、大森先生は

じめ古い方ですと昭和２０年代に板橋分所に勤めていらっしゃっ

た研究者の方にもお話を伺って記録をとらせていただいておりま
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す。そういったものも整備の中では、適宜参照させていただいて

いる次第です。 

その他ここでちょっと上げきれないほどたくさん資料の方がご

ざいますが、こういった資料をもとに整備の根拠を考えていると

ころでございます。この後詳しく写真等ご紹介させていただきま

す。 

続いて２番で判明している建物の変遷ですが、こちらは簡単に

お話しいたします。 

現在理研の建物の中には、本質的な価値を持つ構成要素として

は 2 棟建物が残っておりますが、実は理研があった時代は、この

他にも建物がまだたくさんあったとことを示しています。例えば

現在も敷地の中に、構成要素ではないのですけれども敷地の東側

にプレハブの建物が建っておりますが、これはⅩ線棟、通称Ａ棟

と呼んでおります。そして２号館１号館というのが、これまでの

２棟になりまして、２号館は爆薬理化学試験室、１号館は物理試

験室がいずれも戦前の名称になります。ただ理研時代はこういっ

た爆薬理学試験室ように名前は呼ばず、２号館と１号館と通称し

ていたようです。名称等は今後考えていく必要があるかと思いま

すが、物理試験数という戦前の名称は、理研時代の研究の内容と

もちょっと合いそうで、一般のお客様には誤解を生むところもあ

りますので、戦後は２号館１号館と呼びあらわしていたといった

ところでございます。 

次のページになりますが、この他には解体された建物が４棟ほ

どあったといったところです。４棟解体されていますけれども、

４棟のうち３棟はその基礎がまだ現在も史跡の指定地に残ってお

ります。例えば理研時代にアパートとして室員が居住をしていた

戦前の５５１号棟、爆薬製造実験室。あとは、昭和３０年代以降

の建築と考えられる中性子観測と、そして戦前の摩擦試験室、こ

れは戦後使っていないものと考えられますけれども、これらはい

ずれも史跡の指定地内に基礎がまだ残っておりますので、特に一

番上のアパート、爆薬製造実験室等はその規模等を今後確認して

いく必要があると思っております。また、史跡の指定地外になり

ますけれども、市道挟んで一本北側、現在駐車場になっているス

ペースで、ここは史跡の指定地外ではありますが、区の敷地にな

っておりまして、ここには危険薬品庫という戦前の建物があった

というふうなことも伺っております。 

こういった建物等がたくさんあったわけでございますが、特に

これから保存活用を進めていくのは、理研時代の１号館・２号館

の２棟になります。その２棟につきまして、戦前の建物を戦後も

活用したわけでありますので、かなり改変がなされているという

ことがわかって参りました。 

次に今スライドのほうにお出しいたしますが、その間取りの変

遷を簡単にご紹介いたしたいと思います。こちらはお手元にもお

配りをしているものと同じものにもなります。 

まず理研時代の１号館、戦前の物理試験室につきましては戦前

の間取り図は残っておりませんが、戦後は先ほどご紹介した昭和

24 年の平面図が残っております。これを現在の間取りと上下に並

べておりますけれども、比べてみると室内の様子が大きく異なる

部分がございます。この図は部屋の名前で号数をつけております

けれども、２号室、現在は真ん中に簡易的な間仕切りがされてお

りまして２つに分かれていますが、おそらく戦後の２号室は、一

つの長い部屋だったということがわかっています。また、大きな
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変化がありますのが、９号室と１０号室の部分になります。９号

室は湯川先生が写真を撮られた部屋がこちらになりますが、９号

室の奥は現在ですと黒板で壁が繋がっていまして、その奥の部屋

に暗室があるという配置になっていますが、昭和２４年の図面を

見ますとここには壁がなくて、奥の小部屋のようなものに入るこ

とができる形だったということがわかりました。この中に戦後、

理研は宇宙線の観測機を入れているということもわかっておりま

すが、その後使われなくなってここの窓やこの壁を新設して、黒

板をつけて、一回り小さい部屋に変更されたといったことが分か

りました。また１０号室の部分、その東側の部分ですが、ここは

大きく変化がされていまして、もともとは南北に広い部屋で廊下

等は全くなかったのですが、ここにコンクリートブロックを昭和

３０年代に付設をいたしまして、かなり細かく部屋を区切ってい

ます。おそらくこの角の部屋に変電室を付設したことがその契機

になったものと思われますが、現在の様子と昭和２４年の状態は

かなり異なるといったところが見て取れます。 

続きまして２号館、旧爆薬理学試験室、こちらもご紹介をいた

します。こちらにつきましては、現在地下室がある建物になって

おります。これも昭和２４年の図面を見ますと、このように３部

屋構造になっておりますが比較をいたしますと、現在は３部屋で

はなくて、４部屋ぐらいの面になっていて間仕切りで塞いでいる

部分、新たにふさがれた部分があることがわかります。また大き

な変化になりますのが一番東側、Ｒ１３と示しました、１３号室

という部屋です。現在はこの入口の手前のところに地下に通ずる

廊下が付設をされておりまして地下に繋がっているわけですが、

この当時は、地下に通ずる階段はここにはついてございませんの

で、この地下の階段は戦後の改造でつくられたものだということ

がわかります。地下も壁がちょうど川側を向いた、南側の面にな

りますけれども、ここの建物調査を行いました結果、コンクリー

トブロックで積まれていることがわかりました。コンクリートブ

ロックが戦前の建材だと仮定をいたしますと、戦後の時点ではこ

の部分はピロティのように開いていて、地下室部屋というか開い

た空間だった可能性も考えられます。そして最後１３号室、現在

は南側に窓がありまして、奥にベランダがあって行き来ができな

い状態になっているのですけれども、この後の写真でご紹介いた

しますが、戦後の昭和２４年の写真を見ますと、窓ではなくて吐

き出し窓、奥にベランダに出ていけるような吐き出し窓がついて

いて、奥のベランダを活用できる状態であったということも資料

からわかって参りました。 

このように現在残っている２棟に関しても、かなり改変をされ

ていている状態がわかります。どの時期のどの状態に戻していく

かといったところもこれから議論になりますが、こういった根拠

をもとに考えていきたいと思っております。 

ここまでが全体的なお話になります。続きまして個別の写真資

料がかなり出てきておりますので、写真資料、特に重要な根拠に

なる資料を、今度はスライドを使ってご紹介をして参りたいと思

います。 

これは先ほどの昭和２４年の平面図になりますけれども、平面

図には細かく間取りの中に机とか椅子がどう配置してあって、さ

らに対応するリストがありますので、２のＡはパーソナルデスク

とか、そういったこともすべてわかります。昭和２４年、戦後す

ぐの状態をあらわす基礎的な資料となるかと思います。これが建
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物すべてに残っています。 

これからご紹介する写真になりますが、先ほどの和田正美の日

記によって撮影時期が概ねわかりまして１９４９年にＡＰ、共同

通信の取材が来て、そのときに撮影したといったところがわかり

ますので、ある程度写っている人やシーンは、そのときの取材の

ためにとった状況でもあるかもしれませんがどの部屋でとった、

どういうものを取ったということも記録からわかります。その写

真ですが、現在これに理化学研究所さんが所蔵されている資料に

なります。例えば、宇宙線の観測を特に行う仁科型の機械を操作

するような写真、これがおそらく７号室で仁科型が設置されてい

る部屋での作業の様子かと思います。 

また６号室、少し広いレンガの建物ですが、ここで卓球をして

いるシーンですけれども、その奥で機械を使って作業する様子も

見ております。細かく足元を見ていきますと、軌道敷のレールが

現在残っている箇所、ここも当時のまま残っているという様子が

見てとれます。 

続いて７号室になります。この奥に仁科型の観測機が実際に置

かれている部屋がございますが、現在ここには流しがあって食堂

のキッチンスペースになっている場所ですけれども、その当時は

そういった流しは付設されておらず、机が置かれて、奥にベッド

だというふうに言われておりましたけれども、ペットがあるとい

う様子になっております。 

続いてこの後も出て参りますが１０号室という部屋、今はコン

クリートブロックで区切られて狭くなっている部屋ですが、この

部屋には流しがある写真があるのですけれども、現在もこの流し

そのまま残っております。そこは２４年の状態でこうですので、

おそらく戦前からあったものと可能性高いと思いますがこういっ

たものも置かれております。まだこういった写真６のように、撮

影場所がわからない写真も残っておりまして、柱の位置とかそう

いったものを含めて検討を進めている途中です。 

またこちらは撮影場所不明としてしまいましたが７号室だとい

うことがわかりました。この７号室に仁科型の観測機が置いてあ

って、現在もこの観測機とほぼ同じセットのものが乗鞍岳の東京

大学宇宙線研究所に残っておりまして、こういったものが理研の

連続観測の一番重要な部分かと思いますけれども、こういったも

のが７号室の比較的小さい部屋の中で行われていたことが資料か

らわかっております。 

そして今度は２号館に移ります。２号館の一番東側、１３号室

で先ほどもご紹介いたしましたが現在はアルミの窓になっており

ますけれども、吐き出し窓でベランダまで出ていける様子になっ

ております。真ん中に写っている大きな装置がございますけれど

も、これがこの当時最新の計数管式の宇宙線計になります。これ

は理研が設計をしてここで連続観測を行った機械になりますが、

日本でこれ 1 台しかないというものになりますので、特色的な研

究を表す装置がこの部屋に敷設をされた、これが１９４９年のこ

とだということがわかっております。 

また２号館の一番西側１１号室、撮影当時まだ仁科芳雄が正面

に写っておりますけれども存命ですので仁科も取材を受けている

様子が見てとれます。天井の様子もよく見えまして、現在はその

下に天井を張っておりますので、ここまで高くないのですけれど

も、当初の電球なども見える形になります。何カットかあります

ので貴重な写真かと思います。そしてこれはもともとＡＰの取材
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でしたので、ＡＰに関連する写真が他にも残っておりまして、お

そらく変電設備と思われますが、建物、これは物理試験室、１号

館の東側になりますけども、そういうものが付設をされている様

子も見てとれます。 

続きまして、新しく発見をされました昭和４７年に撮影をした

建物の写真をご紹介いたします。こちらは理研の総務部総務課の

協力で新しく見させていただいた資料ですが、この当時の建物の

外観を詳しくとっていらっしゃいます。 

これは２号館の様子で、現在は黄色っぽく塗装されております

が、まだこの当時はそういった塗装されておらずモルタル塗装の

状態になっています。現在は扉が埋め殺しされておりますけれど

も、もうこの当時すでに扉が埋め殺されて使われていないという

ところも見て取れるところです。またこの時点で、ネットフェン

スがされております。戦後の付設と考えられますが、昭和４７年

の段階ではすでに建てられています。 

次が大きな変化になります。これは２号館で、爆薬理学試験室

の東側になります。現在この写真のもっと左手にプレハブが建っ

ている場所になりますが、この西面に大きな窓が設置をされてい

ます。今はもうここはふさがれておりまして、壁一面になってい

るのですけれども、当時は窓がつけられていたのでおそらく中は

もうちょっと明るい建物だったものと考えられるところです。そ

して地下におりていく階段があり、その下には現在残っておりま

せんが、地下に入るための扉も設置をされている様子が分かりま

す。 

このように詳細に見ていきますといろいろと違うところがござ

いまして、建物に関するところは波多野先生にも今後現地を見て

いただきながら確認をしていきたいと思っております。 

これは現在の加賀公園側、川の南側から２号館を写した写真に

なりますが、上の越屋根の部分、今はアルミでこの腰屋根の部分

もふさがれておりますけれども、木の下見張りのようなものが遠

くから見ると映っております。これはおそらく戦前の様子をある

程度残していると考えられますので、こういったところも戦後変

化をされているというところです。 

では続いて隣の１号館、物理試験室の写真を少しだけご紹介い

たします。 

これは川沿い南面になりますが、現在ここにガス小屋、小さい

プレハブが建っておりますがその下の部分、以前発掘したときに

同じものを確認しておりますけれども、少し低くなっていて土留

がされている構造が映っております。戦前はここに摩擦試験室が

あって、その基礎が発掘で出ておりますが、昭和４７年まではこ

こは埋められておらず段差があったということがわかります。 

そして、今度は北側、病院側の私道から撮った写真が続きます

けれども、ここには大きな変更が映っております。これは物理試

験室の煉瓦の建物を映したところになりますけれども拡大をして

みますと、このレンガ壁の右側は全体がレンガの建物ですけれど

も、左側の壁を見ていきますと越屋根よりも上の部分に窓がつい

ております。現在は全くつぶされていてないのですが窓がついて

いて壁も拡大してみますと木の板のような質感に見て取れます。 

ここは今ふさがれていて、モルタルが塗られておりますが、この

レンガの部分は昭和４７年の段階でもこういった状況ですので、

この後も改変を受けているということがわかりました。 

これが物理試験室の一番西側、加賀福祉園の隣の部分になりま
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す。今は大きな扉がついていますが、この当時はまだオリジナル

と思われる窓がついていてその隣に扉が２つありその２つの扉を

塞ぐ大きな庇がついています。この辺りは改造も含まれる部分だ

と思いますが、このような写真群がたくさん出てきておりますの

で、建物のディテールをその時期に合わせて検討していくことが

できると思います。 

続いての議題に関して、こういった幅のある建物のどの部分を

整備に合わせていくということの根拠はそろっておりますので、

適宜参照していきたいと思っております。 

最後に資料４にお戻りいただきまして、裏面の３番、建物整備

に向けた要点というところをご説明させていただきます。 

こういった調査を行っていきまして、この建物の中で幅がござ

いますが特にどういったところが歴史的に要点になるかといった

ところをまとめております。その中では、３行目になりますけれ

ども、宇宙線研究室の連続観測という事業が特徴的な研究になり

ますので、この研究と仁科研以来の自由な雰囲気を理解するよう

な要素が特に重要ではないかと考えているところでございます。 

連続観測につきましては先ほどもたくさんの機械が映っておりま

したが、そういった機械がどこにあってどのような観測をしたか

ということはわかりますので、こういった連続観測。さらに、理

研の研究者、先ほども写真の中で卓球をしているような研究者が

たくさん写っておりましたけれども、非常に仲のいい雰囲気とい

いますか、仁科研は戦前からそれぞれの立場とか年齢、性別関係

なく自由に議論し合う環境を意図的につくっていることが大きな

特徴だと指摘されていますので、それが板橋でも体現されている

ことも大きな要素であると思っております。またこういった宇宙

線研究室の活動に加えて、さらに短い期間ではありますが板橋で

活動した湯川研究室や電子計算機室、あとはこういった研究を支

えていくインフラも残っておりますので、それを建物の復原（復

元）等も含めて表現することでこういった価値を表すことができ

ると思っております。 

こういった戦後の価値にフォーカスをしていきましたけれども

火薬製造所、研究所として建てられた建物を理研も活用してやっ

ているわけですので、現在残っている例えばトロッコのレールや

トラスの小屋組みに代表される建物構造を見せることは、理研の

活動と全く矛盾いたしませんので、現在の建物を現状維持しなが

ら、そういったものを保存し展示を行っていっても、ストーリー

的には全く矛盾ないかと思っております。特に宇宙線研究室の連

続観測に焦点を置いて、建物整備を考えると良いといったところ

が歴史的な状況でございます。 

長くなりましたが資料４の説明は以上になります。 

事務局（品田） 引き続き資料５に参りまして遺構・建造物整備案について、今

杉山の方からも説明がありました通り、理化学研究所は二造時代

から含めまして、いろいろな歴史があり現在続いているので、な

かなか１つの時代に焦点を絞るのは難しいということにはなって

おります。以前この会議の中でも、整備方針の中でお書きさせて

いただいていますが、昭和４０年ごろ、電子計算機室が設置され

るとともに、宇宙線の連続観測がメインでなされていた時代であ

るこの時期を原則的な基本的な整備目標とするということで皆様

とお話をさせていただいておりますが、こちらの整備方針にも書

きましたが、遺構のうち二造期の遺構、トロッコレールがメイン

になると思いますが、歴史の理解に繋がるものについてはこの昭
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和４０年ごろの整備目標にかかわらず、保存展示をしたいと考え

ております。この整備方針、保存展示につきましても、またこの

場所をお借りしまして１点１点、皆様と何を残して何を残さない

かというのはきちんと検討していかないと考えております。後程

第一段階整備の中でお話をさせていただきます。また続きに書い

ておりますが後年の改変、昭和４０年以降の改変についても、理

研の研究の連続性を理解するようなものであれば極力維持をして

いく。例えば先ほどお話がありました電力を供給していた変電室

は完全に理研の研究と密接に関わるものになりますので極力維持

をしていく方針を立てさせていただいております。 

先ほど申し上げました通り次の段落で、内部は産業ミュージア

ムとして公開をする予定ではあるのですが、まず内観を見せるこ

とに主眼を置き、産業ミュージアムとして使う部分につきまして

のハード整備は極力最小限としていきたいと考えております。 

続きまして公開方針でございますが、耐震整備を行った上で、

先ほどの１号館２号館、Ｂ棟及びＣＤＥ棟の内部を公開する。次

の文言で、以前鈴木一義先生からもご指摘あったと思いますが、

公開整備により建築基準法第三条による適用除外が受けられるか

どうか、現状で不明なため区の建築指導課と協議を行うというこ

とになっております。これは通常の歴史的建造物を公開する場合

に、適用除外建築基準法の適用が除外されるということなのです

が、整備の方法であるとか整備内容によって、例えばミュージア

ム的整備ということになると、場合によっては不特定多数の人が

入るということで建築基準法三条の適用除外は受けられないとい

う可能性も出てくると、こういった指摘が区建築部門の方から出

ておりますので、建築審査会の対応等々を含めてどう対応してい

ったらいいかは、今後我々で検討を進めていきたいと考えており

ます。 

次に整備になります。先ほど杉山がお話したのは復原（復元）

も含めて第二段階整備に入ってくる部分があると思いますが、第

一段階整備としてきちんと遺構を維持していくというような整備

について書かせていただいております。ただこの整備において

も、何を守っていくのか、どこを見せていくのかという点に関し

ては、各要素の部分部位の再設定が必要だと。以前整備基本計画

の際に文化財協会さんにお願いをしまして部分部位設定を行った

のですが、当時は二造という観点から部分部位設定を行いました

ので、その後の理研の歴史というところまで含めた点を意識しな

がら部分部位設定をしたかというとちょっと微妙なところもあり

ますので、先ほど杉山の調査した歴史をもとに、部分部位設定に

ついて文化財協会さんの協力をいただきながら進めていきたいと

思っております。 

続きまして第一段階整備として６点上げさせていただいており

ます。まず１点目が耐震整備で、もともと耐震がＮＧな部分がＢ

棟、Ｃ棟、Ｄ棟で、この整備を行う必要があります。先ほどコン

クリートブロックが非常に重要なものだと申し上げましたが、後

程部分部位の再設定でも出てくると思いますが、コンクリートブ

ロックの補強方法、これは大事なところなので公開していくとい

うことであれば、補強方法を含む耐震整備を検討しています。そ

れから活用のための内部整備で、先ほど建築基準法のお話をさせ

ていただきましたが、機械設備であるとか消防設備とか、こうい

ったものを内部整備で行う。また活用の中では簡易的に仕切られ

ているウレタンボードなどの壁の撤去の検討なども必要になって



令和６年１２月２４日 

第４回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

１５ 

くると考えておりますが、この簡易的に仕切られていることの歴

史が重要かどうかは、改めて部分部位設定で検討することになる

と思います。３つ目として屋上防水の仕様調査と再整備で、屋上

の防水機能が戦前であると思われるので、当時の防水仕様に関し

て調査が進んでおりませんので、これを調査した上で再整備を行

う。それから四つ目としてＡ棟の解体と地下埋設遺構の調査で、

Ａ棟が昭和５０年ぐらいにできた、プレハブ建ての建物ですが、

これを解体していくのかどうか、その下に先ほどアパートのお話

がありましたけれども、アパートの地下埋設遺構がありますので

これをきちんと調査をしていくのか。これが第一段階整備の検討

の 1 つになると思います。それから樹木整備で、理研の研究者の

皆様が実際に植えられた夏みかんなどの樹木があるので、立木の

資料調査を行った上で、どの樹木を残してどの樹木を伐採してい

くのかといった検討を進めていきたいと考えております。最後に

北側フェンスの除去の是非で、北側のフェンスが現状設置をされ

ておりますが、その結果北側の道路との連続性がなかなか見えな

いという意見があります。ただし将来的に防犯上の観点からフェ

ンスが必要なのかどうか。実際は連続性を担保するためにはない

ほうがいいのではないかという考えもありますので、このフェン

ス除去の是非についても検討していきたいと考えております。 

全体的に歴史をまず、理研時代の歴史を含めてきちんと年代設

定をしたうえで、検討を進めていきたいと考えております。 

第２段階整備につきましては、理研による改変部の復原。先ほ

どもお話がありましたが窓が広くとられていた部分、吐き出し窓

が現状では通常のアルミサッシの窓になっていたりしますので、

その改変をどうするか。それから現状で南側の川沿いにあるコン

クリートアンカーや井戸、これはどういった目的でここにあるの

かが全くわかっていない状況になりますので、どう展示していく

のかを検討していかないといけないと考えております。最後に産

業ミュージアムの整備で、令和７年度に基本構想・基本計画の策

定をしていく予定です。ハード整備を伴うか伴わないかに限らず

事前にこちらの委員会と協議を行った上で、整備の計画を進めて

いくスケジュールで進めていきたいと考えております。 

以上が、議題の４番になります。 

波多野委員長 せっかくですから、先ほどの議題の３番と４番をあわせて議論

をさせてください。 

まず大森先生から思いを聞かせていただきたいのですがいかが

でしょうか。 

大森委員 理研の部分のご説明がありまして懐かしく聞いておりました。

窓の変化ですか、変遷がかなり大きかったようですね。私が来た

時には現状のようになっていましたので、いろいろな所に窓や開

口部があったということを古い資料を見てびっくりしたところで

す。あと一番奥の１０号室ですか、突き当りがブロック塀で仕切

られていますけれども、大きな部屋だったということや、現状見

るとすべて廊下からそれぞれの部屋に入るようになったのが、当

時は廊下とうまくつながっていなかったところがあったり、また

暗室のところがもともと小部屋だったりと、使い方が非常に大き

く変わったことが分かりました。 

また先ほどＡ棟のところは、Ⅹ線棟と書いてあったのですけれ

ども、これを我々はマイクロ加工棟と呼んでおりまして、Ｂ棟の

事をＸ線棟と呼んでいましたので、その部分は修正いただきたい

と思います。 
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また地下室ですが、私が来た時も下に行けるようになっていま

して、小さい窓があって外との間に壁ができていたと思います。

もともとの地下室の使い方はどうだったのかということに非常に

興味があります。私がいたとき、ＯＢの先生から聞いたことです

が、昔は、さっきも出ていましたが卓球台を置いて卓球をやって

いたという話もありました。私が来てからは分所に残された書籍

が集められて書庫のような使い方になって、古い宇宙線研究室関

係の書籍が山積みにされるようになりました。多くのものはＯＢ

の先生方が持ち帰って行ったのですが、地下室の使い方や位置付

けが時代時代によって変わって行ったと思っております。 

いずれにしても多くの新しい資料が出てきたということで、昔

の使い方とその後の使い方を整理して考えるには、非常にいい資

料が出てきたと思います。 

簡単ですが以上です。 

波多野委員長 ありがとうございます。 

それでは皆さん、ぜひここで活用も含めてご意見を伺えればと

思います。よろしくお願いします。 

斉藤委員 資料３についてよろしいでしょうか。 

産業ミュージアムの活用施設として、大学研究室の誘致という

文言があったのですけども、これは具体的にどこかの大学の研究

室というイメージではなくて、例えば前大森先生がお話しになっ

ていた大学院大学のような、各大学からピックアップして、何か

定期的に講座を持つような、そういう制度を作ったらどうだろう

というお話があったのですけれど、この辺のイメージはどういう

ことをイメージしておりますでしょうか。 

事務局（品田） 現状ではそこまで検討は進めてはいないところですが、史跡の

整備を進めるにあたって、例えば日大さんであるとか、東京家政

大さん、近隣の大学でありますがこういったところとの連携がか

なり進んでおります。そういった大学の先生方ができればこの場

所をフィールドワークの場所として使いたいというようなご意見

を多数いただいていますので、大学との研究の連携はいけるとは

考えております。今先生がおっしゃられたその大学院大学のよう

なものにつきましても、非常に面白い内容だと思いますので研究

を進めさせていただいて、こちらでそういった事業ができるかど

うか、検討していきたいと思っております。 

波多野委員長 他はいかがでしょうか。 

鈴木一義委員 同じく資料３ですが、産業ミュージアムというのが、外から見

た感じ、ここで話している感じだとこれがミュージアムで、ガイ

ダンスというと何か漠然としてしまって、これを見ると２つの、

そういう意味で、柱があるということであれば、ガイダンス施設

は例えば史跡ミュージアムであるとか、２つあるのだと、このう

ち、遺構そのものをきちんとやるところと、区の産業や、あとは

何ですかね。ワークショップみたいなものだとか、サイエンス館

のようなものをやるような、現在の産業と地域との繋がりをやる

ような 2 つの施設があるという形で、ガイダンスというと何かそ

こで何か研究やるというそのイメージがちょっとわからなくて、

ガイダンスはただ単にそこを紹介しているということが私のイ

メージなので、２つその中心となる柱があるということなら例え

ば史跡ミュージアムと産業ミュージアムという形で区分けをされ

たらどうかと思います。そしてもう 1 つ大きな広がりとしてのエ

コミュージアムがあるという言い方がよいのではないかというふ

うにちょっと感じました。 
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そういうふうにして方がいいのかなと思うのと、それとこの体

制というのは、資料３の２枚目のところを見るとガイダンス施設

と産業ミュージアムでかなり研究の概要であったりテーマがあっ

たりするのですけど、現時点で体制は、人数であったり予算、施

設などその辺はどういうふうなお考えなのでしょうか。 

事務局（品田） まず１つ目のご提案ですが、今まで産業ミュージアムやガイダ

ンスというようなお名前でずっと進めてしまっているところはあ

るのですが、実はそういう施設ではないのだろうということが事

務局のほうでも出ておりまして、現状では名称としてこういうも

のを、建物を指す言葉としてこれを使わせていただいております

けれども、今後先生のご提案や、他の先生のお話もお聞きしなが

ら名称も含めて考えていったほうがよいと思っております。現時

点では概念上こういう名称を使っているということでご了解いた

だきたいと思います。 

それから体制のお話でございます。この件につきましてはそも

そも区の直営でやるのか、委託でやるのかなどいろいろな方法が

あるのですけれども、まずここで何をやるのかを決めた上で、そ

れができるところがあるのかどうかっていうところから運営の検

討をしていかなくてはいけないと思っております。来年のスケジ

ュールで民間活力導入調査をやる予定になっておりまして、例え

ば、ガイダンス施設ではこういうことをやっていく。それからあ

と産業の方ではこういうことやっていくということをある程度出

した段階で、どこまで民間の団体が活用できるとか、もしできな

いのであればこういうことを達成するためにどういう組織にして

いったらいいのかということは来年度検討していきたいと思って

おります。一義先生は特にこういったところについてこれまでの

ご経験があると思いますので、先生とご相談しながらどこまでで

きるのかを検討していきたいと思っております。 

鈴木一義委員 それでいいと思うのですけど、民間も入れるということが来年

含めてもう出てくるのであれば、こういう話というのはどんどん

広がっていきますので、今の段階でそのガイダンスだとかミュー

ジアムだろか、ミュージアムというのは強いので、そっちのほう

に中心がいってしまう可能性があるので、ガイダンス施設のほう

も今までの流れの中では最も重要な部分で、この遺構をどう位置

付け、伝えていくかということだと思いますので、名称がそれほ

ど重要じゃないっていう、これまではその流れで皆わかっていま

すからいいのですけども、今後外に向けてこういうのをやってい

くときというのはやはり名称は非常に重要になってきますので、

ガイダンス施設とミュージアムだとミュージアムが絶対外から見

たときは中心なってしまうので、ガイダンスについてもやはり重

要性をある程度外にもわかるような形で伝えていただければと思

います。 

事務局（品田） １点先ほど申し忘れたところなのですが、あくまでも委託、例

えば外部を入れて運営することであっても、学芸研究については

区の主導でやっていくべきだと私は考えておりますので、学芸員

を何人かここに配置して、絶えず探求をしていくという姿勢は将

来的にも見せていきたいなと考えております。これを、例えばミ

ュージアムであるとか、こういう展示をしていくという一連の流

れっていうのは未来永劫といいますか、長期間にわたってやって

いきたいと考えております。 

鈴木淳副委員長 先ほどの大森先生のお話で、大森先生の時代がすでにもう現状

だったということだとすると、いつ窓など大きく景観が変わって
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それはどうしてなのかということを固めないと、復原（復元）し

てくといいますか、どんな状態に戻すかという根拠が決まらない

ような気がするのですけど、そのあたりは何か展望は持っている

のでしょうか。 

事務局（杉山） 今回お出ししました先ほどの建物の外観の写真が昭和４７年の

ものになります。宇宙線研究室はその後、昭和６０年ぐらいまで

活動しております。その間の記録もまだ残っておりますが正直に

申し上げますと、まだその部分の膨大な記録を分析しきれていな

いというのが現状です。ただこういったヒントがありましたの

で、そういったところを中心にこれから資料を見ていきまして、

いつ改編がなされたのかといったところは早急に確認をさせてい

ただきたいと思っております。 

また一方でこの前は理化学研究所の総務課さんにもご協力をい

ただきましたが、記念資料室さん以外のところでも、もしかする

とまだこういった図面や資料等をお持ちの可能性もあるかという

ことを、三輪先生とはお話をさせていただいております。今後も

資料のリサーチは多方面に続けていきまして、この改変に関わる

部分は早急に明らかにして、この委員会でも報告したいと思って

おります。 

波多野委員長 実は今そこに関して僕もちょっと申し上げたかったのですけれ

ども、１つは例えば理化学研究所の部分では、当初はスチールサ

ッシだと思うのですが、それが、戦時中の供出によってスチール

サッシが失われて木建になった部分がある。では木建からそのま

ま次に理研がアルミサッシにしたかというと、どうも実は別のス

トーリーもあって、次にもう１回スチールサッシ、戦後のスチー

ルサッシの時代があったのではないか。さらに例えば一番傷んだ

ものから順番にアルミサッシに変わっていった。だから建物の変

遷を見るだけでも、この建具がついているのはいつの時代という

ことが、かなりわかってくるのではないかと思います。 

今度は逆にそれで全体を決めると危ないことがあって、それは

屋根が何でできているかというところで、当初はやっぱり鉄骨ト

ラスにスレートという形で、屋根が葺かれていたと思うのですけ

れども、ある時期にプレキャストコンクリートのような、何だか

工業製品で屋根を葺いている時代がどうもありそうだと、そう考

えると例えば窓だけある時点に復原したら今度上と整合がとれな

くなる。だからそうすると実は基本的にはあんまり変えないで、

この変遷こそは技術史であるというところまで行くような気がか

なりしています。何で木建からもう１回スチールサッシに戻った

と申し上げたかというと、燃焼実験室、あのコンクリートの建物

でどうも当初は木製の建具、つまり昭和１８年とか１９年にでき

たからもうスチールサッシが使えない時代の建物で、それが昭和

３０年ごろに、野口研がスチールサッシに変えて、それが錆びた

部分から順番にアルミサッシへ変わっている。だから少なくとも

建物の構造の変化、とそれからサッシの変化、間仕切りの変化、

全部を例えば戻すなら、この時代にある時点は戻していますとい

う説明が正確にするためにはかなり無理がある、だから逆に取っ

ておくこと自身が展示になるのではないかというような気持ちで

今はいます。 

杉山君が調べてくれたこの資料４と５が、この写真だけ見ても

進展していることがよくわかるというすごくいい成果なので、そ

れを一緒に僕も協力して生かしていきたいと思います。 

他にいかがでしょうか。 
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小野委員 資料３に戻ってもよろしいですか。 

タイトルに遺構・建造物展示活用方針とあるのですけど、この

資料では展示と活用、分けて書かれていますが、史跡の保存活用

という文脈からすると展示も活用の一つではないでしょうか。そ

の活用という言葉の使い方も、何か 1 つではないというのがなか

なかわかりにくいところがありまして、それだけではなくて、例

えばなんですけども、最初の黒丸の３行目のところに野外博物館

とありますがその数行後にはエコミュージアムと言う言葉が出て

きて、それから②の方には今度屋外博物館と出てきて、微妙に違

ういろんな表現が出てきていますので、ちょっと何を指している

のかよくわからないところがあり、なかなか理解が追いつきませ

んでした。これは単に言葉遣いの問題だけではないと考えており

まして、毎回何か同じこと言って恐縮なのですけど、今回、①展

示活用に関する前提となっていますが、前提ですから要するにこ

れはコンセプトに関わる問題ですよね。実際その最初の黒丸に

「遺構部分を直接見ることで産業遺産を学ぶ場とする」とありま

すが、そういう話はずっと保留しているミュージアムとパークの

関係をどのように考えるかというそういう話に直接繋がっている

のだと思います。それをどうして保留にしているのか、そしてそ

のままでこの話をしてどこに着地するのかもちょっとよくわから

ないですね。だから先ほどの一義先生がおっしゃった、ガイダン

ス施設というのも多分名前だけの問題でなくて、その両方の位置

付けをどうするかっていうところのコンセプトと、それをどう実

際具体化していくかという、そこの流れが非常に見えにくいふう

に感じます。 

事務局（品田） 今回、展示活用と書いたのは、活用の中に展示も含まれている

のは十分承知をしているところなのですが、活用の中で、どうい

う展示をしていくのかというところに、まずクローズアップしよ

うと思って展示という言葉を使わせていただいたところでござい

ます。 

先生おっしゃられる通り、これまで棚上げにしているミュージ

アム、それからパークの問題。これについてはまだ確かに事務局

として皆さんにご提示はできてないところであると思います。ま

ず指摘ということで、史跡を見る。これは中のガイダンス、中の

展示施設それから外の遺構を見ることをトータルしてミュージア

ム的整備と考えていますが、それにレイヤーとしてパークという

ところが出てくると思います。これについては本日ここに載せよ

うかなと思ったのですけれども、言葉足らずになってしまったの

で今回ご提示できませんでしたけれども、次回の会議でご提示、

きちんと事務局案としてご提示をさせていただいて、皆様とお話

をさせていただこうと思っております。先生ともご相談しながら

進めさせていただきたいと思います。 

波多野委員長 他はいかがでしょうか。 

実は一義先生に是非伺いたかったことがここで、資料３のとこ

ろにデジタルミュージアムをメインとし、と書いてあって、僕は

デジタルというのは手段や方法であって中身ではないという気が

するので、僕はこの後でガイダンス施設やその前の説明の中で、

発射室・分電盤と書いてあるけれど、実は僕は物がなかったら説

明できないのではないかという気持ちが強い方なので、だから、

少なくとも火薬研究所としての説明をするためには、どうやって

つくるというプロセスの幾つかのものは、今真剣に集める気なら

集まるかもしれない。例えば、理化学研究所にすでに移管されて
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いるけどもっと古いものがあるかもしれないとか、或いは十条の

自衛隊の中で残りがあるのかないのかまで含めて、何かやっぱり

物があって、そこからスタートしてそのあとで説明の手段として

デジタルを使うのではないかという、これが僕の古いほうの発想

なのかどうかというところで、ぜひその鈴木一義先生がご苦労な

さったポイントを教えていただきたいと思ったのですが。 

鈴木一義委員 時代の流れとして情報のデジタル化、ものというのはそこに行

かないと見られないので、より広く一般の人たちに伝えるって意

味ではデジタル化は、東大の総合博物館を中心として、科学博物

館も、コロナ中でも十分広めていきましたし、今後も多分そこは

中心にはリアルがあるわけですけども、デジタルというのはもう

間違いなくこれから広がっていくだろうということで、ＶＲとか

ＡＲというその、例えば三重津の海軍所という佐賀藩の昔の海軍

所があるのですけどそこはもうグランドになってしまっていて、

遺構は下に埋め戻したわけで何もない。それをどうやったらこの

雰囲気をやろうとするとやっぱりＶＲみたいなもの、ＡＲみたい

なもので見せるしかないというところで、今回は写真がたくさん

出てきていますので、そこの建物前に立ってそこにＱＲコードみ

たいなものがあると、スマホでその様子が見られる、ヘッドセッ

トをつけたりするのもあるのですけど、今科博だとすべての情報

をＡＲにしておいてそこからその場の状況だとか説明が得られる

というような、最近はそういうのが非常に流行っていますので、

あくまでもやはりリアルなものを中心として補足説明としてこう

いうデジタル情報を使うという流れで、ただデジタルミュージア

ム化というのは情報をデータ化していかなければいけないので、

そういう意味でここはデジタルを中心にというのは、今たくさん

のデータを集めていて、今まで利用されなかった膨大なものが、

必要があればその必要な人たちに与えられるということで、デジ

タルミュージアムと言っていらっしゃるのだろうと思うので、そ

れはやはり理解を深めるという意味では非常に重要な位置付けで

はないかなと思いますので、私はこれについてはぜひやって欲し

いですし、研究者も多分そこに世界中からアクセスできると思う

のでここにこなくてもという形になると思うので、進めてもらえ

ればなというような意味で考えておりました。 

事務局（品田） デジタルミュージアムの構築についての事務局の考え方として

は、このリアルを見せるのが令和１１年以降になってしまうとい

うのが非常に大きなポイントになりまして、令和７年から構築す

るということで、早い段階でリアルとまではいかないけれども、

ＷＥＢ上では史跡のことを確認できる、見られるというところの

仕組みをまず作りたいというのがまず 1 つと、今一義先生がおっ

しゃられた世界中のどこからでもアクセスというお言葉がありま

したけれども、リアルのデジタルツインの考え方ともう 1 つは、

いろんなものアーカイブ化していくというポイントも 1 つ挙げら

れるのかなと考えております。 

現場に来なくてもそのアーカイブ情報をＷＥＢ上で見せられれ

ば、双方向でやりとりができるだろう。先ほど部活動のお話をさ

せていただきましたけれども、例えば学芸員と中学生がＷＥＢを

通してやりとりをするなどといったプラットフォームをデジタル

ミュージアムの中に設けたいと思っておりますので、見せるだけ

というのではなくそこに、いろいろな仕組みを加えていきたいと

考えておりますで、もう少し具体的になりましたら、こちらの場

をお借りしまして内容のご説明をさせていただきたいと思ってお
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ります。 

一義先生もこちらの方を多くやられていると思いますので、ぜ

ひご協力いただきまして、ご指導いただければと思います。 

波多野委員長 はい。ありがとうございます。他にどうでしょうか。よろしゅ

うございますか。 

それでは先に進みましょう。５番石神井川南岸エリアの土地履

歴についてです。 

事務局（品田） 

 

それでは資料の６番をご覧いただきたいと思います。 

前回の会議の際、そもそものこの史跡地の土地の履歴、土地の

改変状況がわからないと、パーク、公園としての整備が難しいと

いうところもありまして、現状ではＡ地区の土地履歴について調

べているところでございます。 

おそらくＢ地区、場所で言うと北側の理研エリアにつきまして

は、土地の改変はそれほどされていないのではないかという想定

はできるのですが、Ａ地区において王子新道の拡幅であるとか、

軌道敷の件もありまして、かなり改変がされていると考えられま

す。これについて現状でどうなっているのかを調査をさせていた

だいているところでございます。 

結論から申しますとまだなかなか当時の状況が理解できてない

ところにあります。今回のご報告については途中経過ということ

で、次回３月の会議の際にはもう少し絵で見せるようなところで

進めていきたいと考えておりますので、ご了解いただきたいと思

います。 

それでは中村からご説明をさせていただきます。 

事務局（中村） 資料の中ではＡ地区と書いてありますが、こちらの場所という

のが加賀公園、旧野口研究所側、石神井川の南側の土地の辺りを

指しているというふうにお考えいただきたいと思っております。

こちらのあたりで見つかりました資料、土地の履歴に関するもの

についてご説明させていただきたいと思っております。 

最初にこのあたりの土地の中での一番古い資料としましては、

王子新道履歴がございました。こちらが明治１６年から８年ごろ

にかけて、板橋・王子の住民による調整が行われ、明治２１年に

開通したところになっております。これが花井源兵衛さんという

当地の有力者の個人的な伝記の中に書いてある資料ということに

なりますが、この資料を読んでいきますと、小松俊学氏の茶畑が

あり、その先に金沢橋があって、その付近が予定の路面よりも二

間あまり高い畑地だったということが書いてあります。こういう

ところからも土地の高低差があるような場所が当時から残ってい

て、それを削る形で王子新道がつくられたということがわかりま

す。あとこちらの中の資料見ていきますと、高さもこの王子新道

については東京都の公文書館に資料が入ってございまして、この

中に道路の幅も書いてあります。これをみると幅が平均三間とな

っておりまして、横にある溝が径一尺と書いてあるので、道路の

幅が大体５．５ⅿぐらいで、その横につくような溝、溝渠のよう

なもの、幅３０センチくらいものがあったということが分かって

います。ちょうど旧中山道のところから加賀スポーツセンターに

おりていく下り坂があるのですけれども、車道の部分がちょうど

５メートル強になりますので、大体その幅が当時の王子新道の幅

であったではないかと考えてございます。歩道の部分がそこの横

の溝に当たるという認識をしており、一方で加賀公園や、野口研

究所の前面道路をはかっていきますと、約８．５メートルという

ことになりますので、当時の王子新道がおそらく現在覆われてい
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る部分の中にすっぽりおさまるような形で道路が走っていたので

はないかという認識をしています。 

続きまして軌道敷設に見る土地の高低差になります。説明が落

ちてしまったのですが、これは陸軍迅速図という資料がございま

して、そこに茶畑、茶と書いてあるところに御船山があって、王

子新道がこのような形で走っていって池の端を通っていって、こ

の橋を渡っていくのが王子新道のルートで、その間に築山や御船

山が描かれている絵図になります。そこに先ほどご説明をしまし

た幅や高さが書いてあるという内容です。 

軌道敷ですが、明治４０年の図面等々が入っている資料がござ

いまして、その中を見ると築山の部分の高さを合わせるために、7

７．８から１６．６尺、大体２．５から５メートルぐらいの土盛

りを行ったことが書いてあります。あとは加賀公園の中で築山や

その当時すでにつくられていた土塁があったようで、そういった

部分を削平して軌道敷を敷設しています。これがその当時の平面

図で、この下のところにある部分が軌道敷の範囲になるのですけ

れども、下のところの図面がこういう形のラインに整えるという

のが計画でして、デコボコをしているところが削ったところと埋

めたところというのがわかるような図面になりますので、土地の

履歴を知る上では大事な情報であると思っております。 

これがトレースをしたものになるのですけれども、軌道敷部分

のどの地点がどういう高さ、土を盛ったのが削ったのかがわかる

資料になりますので、これもその場所を示しながら出していくこ

とで土地履歴利がわかる資料だと考えております。土塁を削って

いる部分がどこなのか、濃いグレーの部分が土塁を多分削って、

この部分の形を削って、もともと綺麗な台形をしていたところを

削っているのが土塁を削ったというところになります。こちらの

部分もちょっと不整形なところの、削った部分が築山を削った部

分、もともとこういう形の山だった部分を台形になるように削っ

たという履歴です。逆にこの部分は台形に土を盛ったところにな

りますので、ここから土地の高低差がわかると考えております。 

次は加賀公園の造成工事でして、昭和４６年になりますがその

ときの造成工事の図面がたくさん出てきております。これを見て

みますと築堤の削平や、野口研究所との境界に設置した擁壁の図

面がございますので、射場の地表面がわかると考えております。 

こちらが平面図ですが、コンクリートの部分を撤去すると書いて

あるところがあり、これがコンクリート敷きのあった部分、これ

がちょっと軌道敷の走っていた橋に向かって、金沢橋の方に向か

って残されていたコンクリート部分の撤去工事の平面図になりま

すが、これが射場の部分で射垜の部分を拡大した図になるのです

が、この部分に射垜が２つ、弾道管と発射室から発射された形の

射垜の２ヶ所がございます。あとは弾道管についても図面が残っ

ております。この部分の造成図、断面図があるのですけれど、こ

の部分の断面図を見ると、ちょうど一番底の部分が当初の地表面

に当たるので、これは射場の部分の地表面を埋め立てて擁壁を作

った図面になりますので、この両者を合わせて見ていくことで、

当時の土塁の部分、射場の深さ、射場の地表面がどこに、今埋め

た後の地表面ではどこにあるのかがわかると思います。こういっ

たものを見ていくと、当時の地表面を復原する手がかりになるの

ではないかと考えております。 

もう 1 つが野口研究所の汚染土壌の除去工事です。これは平成

２９年に行ったのですけれども、野口研究所の範囲内で最大１．
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５メートル程度の除去工事を実施しております。軌道敷の部分は

ほとんど手つかずですが、土塁の部分は１回削った後にまた形を

基に復原をしているというところになりますので、このあたりも

どのぐらい掘ったのかという情報をきちんと提供していきたいと

考えており、この１．５とか０．７５とか０．３というのが実際

に掘削をした深さそのものということになります。ピンクの部分

が一番深くて１．５メートル程度、緑の部分が０，７５メートル

で、青いところが０．５メートルで、黄色いところが０．３メー

トルになります。これも全部 1 回掘ったあとを戻しており、今ち

ょっとでこぼこしているところもありますが、１度この深さまで

除去したという状況になります。 

続きまして発掘調査の成果、これは一例にもなってくるのです

が、その発掘をした場所によってはこの部分に砂利の部分がある

とかここにコンクリートの部分があるということがわかっており

ます。これが軌道敷のおそらく当時の地表面に近い部分だと思い

ますのでこの部分の深さが現在の標高からどのぐらい違うのかを

表示していきたいと考えております。 

あとは文化財調査で、加賀公園の造成工事を平成２０年に行っ

ており、そのときの文化財年報を確認しますと立ち会った記録が

少し出て参りました。当時の写真も、まだフィルムをどんどん使

っていたようですので、そういうことも係の中を探せば出てくる

と思いますので、係内の資料も含めて写真等を集めながらどうい

う工事をしたのか、情報を出していきたいと思っております。 

今後の方向についてですが、これまでご提示した資料等をまと

めていって断面図のような形で、この部分は土を盛った、土を削

ったということがわかる情報をまとめていきながら、何年の段階

でこの分の土を盛った、削ったことがわかるものを作って、今回

そこまで作成に至りませんでしたので、次回の専門委員会の中で

土地の履歴について報告を差し上げたいと考えております。 

波多野委員長 ありがとうございます。この調査によってかなりのことがわか

ってくることを期待していまして、１つは射垜の周りの地形はわ

かるだろう、それからもう１つは軌道敷の特に金沢橋に至るとこ

ろで、今の公衆便所はかなり削られたところに建っているのでは

ないか。その辺を少なくとも実際にそれを復原（復元）すること

はできないにしても、意味があることだと考えています。 

あと１０分で１２時なので、小野さん或いは平田さんからのタ

イミングずらしてはいけないということを気にしました。まず平

田さんいかがでしょうか。もしお教えいただけることがあればお

願いしたいのですが。 

東京都平田 ご議論どうもありがとうございました。私の方から今日伺って

いて少し気になったところだけ申し上げます。 

復原（復元）整備について、爆薬製造実験室の年代観がある程

度見えてきたと思います。資料調査を進められていて、その資料

に基づく整備について本来のフクゲン、両方の意味でのフクゲン

ですけれども、これは保存活用計画の本質的な価値に基づいて、

一番価値がある部分を見せていくのだというのが原則だと思いま

す。だから資料がそろっているからではなく、その年代観をはっ

きりして頂きたいというふうに思いました。この点をもう少し整

理していただきたいのと、それから部分部位の再設定について、

この委員会でもう１回細かく議論するべきなのかどうかは少し考

えたほうが良いと思いました。特に肝になる部分は委員会に諮る

べきだと思いますけれども、そうでない部分について１つ１つ委
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員会の中で検討するというのは時間的にもかなりタイトだとお考

えになったほうが良いというふうに思いますので、今後の進め方

について、少し事務局でお考えいただければと思います。 

事務局（品田） 今平田さんからの貴重なご意見いただきましたけれども、先ほ

ど部分部位のお話をさせていただきました。確かに１個ずつこの

委員会で判定していくというのは、膨大な時間かかってしまうと

いうことはわかります。ただそういったものの復原（復元）をす

るにあたって、この部分がどういった時代にどういった価値があ

るのかということは、ご提示をさせていただきたいと思っていま

す。ご提示をもとに復原（復元）するのであれば復原（復元）の

計画を立てる。復原（復元）しないのであれば、復原（復元）し

ないで維持をしていくというような判断材料の１つとして使って

いきたいと思っておりますので、全部が全部この場で決めるって

いうことではないということをご了解いただきたいと思います。 

東京都平田 ワーキンググループ等を使っていただくという方法もあると思

いますので、ご検討を引き続きよろしくお願いいたします。 

波多野委員長 ありがとうございます。 

文化庁の小野さんよろしくお願いします。 

文化庁小野調査官 発言の機会をいただきましてありがとうございます。時間のこ

ともありますのでちょっと簡潔に確認を含めて私のほうから申し

上げさせてください。 

 今回は、令和７年度以降に進められる、つまり理化学研究所の

ところ等の基本設計をするための活用方針、整備方針に関する議

論であったと理解をしているところです。 

その中の公開方針等々で、ＢからＥ棟については耐震整備のう

え内部公開ということで、一段階整備や耐震化も含めた保存修理

も入ってくるようにお見受けしておりますが、耐震診断はもう行

っているのでしょうか。 

事務局（品田） 耐震診断は進んでおりまして、Ｂ棟Ｃ棟Ｄ棟がＮＧで、Ｅ棟は

ＯＫになっております。 

文化庁小野調査官 

 

ご回答ありがとうございます。ということになりますと内部に

人を入れた場合の耐震補強が基本設計の中で描かれていくという

ことになろうかと思いますのでその点で、今回公開の範囲とか内

容でご議論いただけたのはよかったと思うところです。 

一方、この委員会も含め我々が参加させていただいているもと

はと言えば、史跡の陸軍板橋火薬製造所跡というところの本質的

価値を語るために必要の要素を理研の中にどう積み上げていって

いただくのかに思いますので、当然本質的価値のストーリーとい

う中に、旧理研がどのように位置付けられてというところからの

積み上げということをご確認いただいた上で、それが基本設計に

反映されればいいのかなと思いました。 

もう１点ですけれども、これは我々が口を出す部分ではないの

かもしれませんが、ミュージアムを今後検討されている運営体制

について、先ほど事務局からは調査研究や学芸については、板橋

区が主体となるというような方針が示されたと思いますが、これ

については当然のことながら一定の覚悟が必要だと思っておりま

す。こういった立ち上げ時に、こういう気持ちで始めるところは

すごく多いのですけども、実はそれを全うできている自治体さん

が多いとは言えないという実情も一方ではございます。全体でそ

ういったことの意思統一をしていただいた上、ぜひ持続するもの

であっていただきたいというふうに思うところです。 

私のほうからは以上です。 
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事務局（品田） まず２点目の運営のほうですが先ほど、私のほうからも覚悟と

いうこと、学芸を配置して将来的にもずっと研究をしていくとい

うような意向を述べさせていただきましたが、こちらの史跡につ

いては、陸軍と火薬製造所、火薬のお話であるとか、あとは産業

のお話であるとか、戦後の研究のお話であるとか切り口がたくさ

んありまして、全容を解明するのが短期間では難しいと考えてお

ります。ですので、こちらの歴史をきちんと評価するためには、

きちんとした調査研究が必要であると思っております。 

当課としても、全庁的にここは区としてこういうことを表現し

たいから区として頑張っていくのだというところはいろんな場で

申し伝えているところもございますので、難しいことは十分承知

をしているところなのですが、今後も努力して研究活動が行える

ような場所として運営していきたいと考えております。 

波多野委員長 どうもありがとうございました。励ましと理解いたしました。 

ちょうど１２時ぐらいですから、ここでひとまず閉じる、た

だ、まだ幾つか追加資料の説明がありますので、退出が必要な方

は退出していただいて、次の項目の説明を受けたいと思います。 

よろしゅうございますか。それでは追加の資料の説明お願いし

ます。 

事務局（品田） 資料の報告につきましては、第二次整備、復原（復元）等々に

向けて、現状で我々が何を調査しているのか、最終的な形に向け

てどう調査をしているのかを皆様にお伝えするため現状の調査の

内容をご報告させていただきます。 

今回は加温貯蔵室試験火薬仮置場の下部の耐火構造の現状調査

の現状について、この件はある程度確定の部分が報告できると思

います。それから軌道敷の調査について、中村君からご説明をさ

せていただきたいと思います。 

事務局（中村） 追加資料 1 の、加温貯蔵室の建材について、という資料をご覧

ください。 

こちらの調査に至った経緯としましては、これまで報告書の中

でブロック状に積まれたレンガ状の形のものが床に敷き詰められ

ており、加温貯蔵室の床材として耐火レンガが使われたのではな

いかということの認識がされておりまして、それがどういう仕組

みなのかということを明らかにする目的で、品川リフラクトリー

ズ、品川耐火煉瓦がもともとやっている会社ですけれども、こち

らの小形さんと鈴木一義委員に仲立ちしていただきまして、現地

を見学いただいてその内容についてお聞き取りをするという目的

で、現実にお越しいただきましたは 

その際に見ていただいたのですけれども、これが耐火レンガで

はなく、おそらく別の物質ではないかという、見ていただいた瞬

間にはこのようなご意見をいただきまして、そうであれば分析を

してみましょうということで、小形さんにお持ち帰りをいただき

その部分を分析していただきました。分析の結果なのですけれど

も、こちらは耐火レンガが敷かれていたわけではなく、珪藻土で

あることが判明いたしました。珪藻土は、簡単に申し上げますと

七輪の材料に使われておりますので、耐火とか或いは耐湿的なと

ころ、調湿機能というのも持っておりますけれども、そのために

こういった物質を床に使っているということがわかりました。 

それを受けて引き続きその建物の種類について確認をしてみた

ところ、アジ歴の資料の中に、陸軍建築事務規程付録というもの

がございました。この中に特殊弾庫、いろいろな建物の種類ごと

に、どういう建物にどんなものを使うかということが書かれてい
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るのですけれども、この中の特殊弾庫という選択をしましたが、

内容を見ますと、床の部分が二重と書いてございまして、下が防

湿構造、上の部分に板、リノリウムと書いてございまして、この

防湿構造と書いてあるところの部分に、珪藻土を使っているので

はないかとに考えております。そういった他の建物も幾つかある

のですけれども、防水構造などいろいろな構造の名前がついてい

るのですが、この防湿構造に当たるものが、おそらく陸軍の建物

を作った当初では、珪藻土だったのではないかと考えています。 

今回分かった内容が追加資料１で、２ページ目以降は分析いた

だいた内容になっております。これを見ていただくと特にわかっ

た最後の部分が、最後のページ６ページ目になるかと思うのです

が、裏面にＳＥＭ写真を掲載しております。これは電子操作顕微

鏡になりまして、こちらで撮影をした写真になりますが、この写

真の画面のところに珪藻土が映っていますのでこれで珪藻土と判

断したということになります。 

鈴木一義委員 追加の説明は特にないのですけれども、最初見た段階でもうコ

ンクリートやそういうものではないということはわかったのです

けども、珪藻土というのは私も意外でした。珪藻土は考えてみれ

ば、ダイナマイトを最初につくったときは珪藻土に染み込ませて

いるので、火薬に対して珪藻土というのは、比較的理解された材

料なのだろうなと。そういう意味でここに珪藻土もどこから持っ

てくるのかということもあるのですけど、地震のあった珠洲市と

かその辺で取れて七輪になっているわけですけども、あえてそう

いうものを利用したのかなとちょっと思いました。 

波多野委員長 今後これをどう保存するとか何か見通しはあるのでしょうか。 

事務局（品田） 以前の会議の中では、例えば上物があったら復元をするという

話も若干あったと思いますが、この防湿という目的のために下の

部分の構造があるのであれば、これを見せることが正しいことだ

と思っておりますので、現状ではここをきちんと見せるための整

備、上屋をかけるなどの整備をして、皆さんのご協力による調査

によって、防湿構造があるということがわかったので、これを表

示して展示していくという形があると思っております。 

波多野委員長 いや、野ざらしでいいのか。つまり、明日から劣化が始まって

いるのではないかという、せっかく見つかっているのに、という

心配で、最初から覆い屋をかけるとか、或いは覆土をしてしまう

とか、何かしなくて大丈夫ですか。 

事務局（品田） これは前回の会議の中でもお話をしましたが、まだできてないので

すけれども、上に耐候性のシートをかけるというような案はこちらか 

らお出しをさせていただいたと思いますので、そういった方向で文化 

財協会さんとちょっとご相談をして、早い段階でやりたいと思ってお 

ります。 

波多野委員長 ありがとうございました。では次の軌道敷についてです。 

事務局（中村） 追加資料の２に基づいて説明させていただきたいと思います。

こちらは前回の委員会の中で、コンクリートで固定された軌道敷

が昭和２６から７年ごろぐらいまで残っているということを報告

させていただきました。そのあと継続した資料調査や、あとは鉄

道博物館の方に聞き取りをしましたので、その内容について報告

をさせていただきたいと思います。 

まず、これまでに明らかになった部分をまとめますと、以下の

通りになるのですが、明治４０年の図面、こちらを中心に書いて

あることをまとめますと、明治４０年８月２２日に鉄道軌道敷の
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敷設に関する変更伺いが出され鉄道の敷設が決定しました。明治

４１年３月３１日が期限となっておりますので、ここまでの間に

付設されたものと考えています。軌道の場所ですが３６号倉庫に

所在する線路に連結、これが板橋の近く、金沢橋の向こう側のと

ころがその倉庫に該当するようなのですが、そのあたりから連絡

して、正門、これが今加賀スポーツセンターというところになる

のですが、近くの原料倉庫に至るところに路線を敷いたというも

のになります。軌道自体は線路になり、６０ポンド長２７フィー

トの鉄鋼工事形の古材を使って現品を十条にて下げ渡すことが書

いてございました。この軌道の敷設後に、化粧用の「バラスト」

径５分内外２センチぐらいのものを散布すべしと書いてございま

して、直線の箇所の軌間は精密に７５０ミリメートルなるべくと

書いてあります。 

こちらについて１から６のことを鉄道博物館に伺いましたとこ

ろ、下記のことをご教示いただきました。 

まず１つ目のところですが、電気軌道がまず珍しいということ

で、火薬製造所、或いはその火を嫌うような鉱山のようなところ

ですとこういった条件のもとに電気軌道を通すということがあり

ますが、存在するものが珍しいというコメントをいただいており

ます。 

あとは河川についてというところで、一部その河川が写ってい

る写真をご提示させていただいたところ、河川については電気供

給の目的以外にも通信用の用途があるのではないかとご教示いた

だいております。 

次に軌道の道床、線路の下に敷く材料にしたバラスト砂利みた

いなものではないかとご教示いただいております。コンクリート

の道床も存在はするそうなのですが、戦前期はトンネルの中で基

本的に保線作業ができにくいところに使うなど、かなり限られた

条件にしか使っていないということがございます。実際その機関

車というか、電気軌道の車両の部分が通りますとかなり沈んだり

しますので、保線作業を行う上ではバラストにするほうが有利で

すので、基本的にそのコンクリートで固めるメリットが少ないの

で、恐らくはその固定された軌道が資料で出てくるということで

あれば、コンクリートの固定された部分は、工場の中や軌道の上

を移動する目的で使用した部分についてのみが固定されたのでは

ないかと大倉さんからご指摘をいただきました。 

最後に、７５０ミリの軌間がかなり珍しいと言われておりまし

て、日本の国内で多く使用されている軌間の幅は、７６２ミリに

なっており、これが大体２尺５寸に当たるのですが７５０にする

というのはおそらく互換性が出てきませんので、７５０ミリでつ

くったとすればそれに見合う幅の軌間や、あと貨車の車輪の幅を

合わせなければいけないということがあります。吉田係長から伺

ったところによりますと、その軌道車をドイツから購入した仕様

書があると聞いておりますので、そのドイツから購入することを

前提に決めたという可能性もあります。あとネット記事が果たし

ていいかということもありますが、ロシアのナローゲージのこと

をまとめた雑誌がありまして、その中によるとロシア帝国の中だ

と７５０ミリ軌間の狭軌を多く採用していることと、日露戦争の

ときにロシアがフランスへ同じ規格の蒸気機関車を発注して、日

露戦争中に使われたということがあったようです。戦後になって 

日本陸軍がこれを日本に輸送して利用しようとしたことが、どう

もその原典の中に書いてあるそうなのですけれども、実際には蒸
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気機関を利用することがなかったために、詳細はわからないので

すけれども、日露戦争の終結と同時に鉄道の計画が出されていま

すので、そういった設備を前提として計画をした可能性もあると

思われます。ただ一方で軌道敷は最初の段階、今回の明治４０年

というのは、軌道敷を延長する工事とですので大元の部分、王子

のあたりの軌道敷自体は明治２８年の段階で一応決められており

ますので、その段階では７５０ミリという軌道幅が決定をしてい

て、それに合わせて敷設をしたのではないかということもありま

すので、このあたりがどういう状況で７５０ミリに決定したのか

がまだ十分に明らかにできないというところはあります。引き続

き資料調査を行って、こちらもご報告差し上げたいと思っており

ます。 

波多野委員長 ありがとうございます。 

すごく面白くて何か質問したくなってしまうのだけれども。例

えば岩鼻だとか宇治とは共通なんですか。 

事務局（中村） 先週ですが１２月１２日に群馬県の岩鼻に出張して参りまして

そこで軌道の幅を図って参りました。そうしましたら７５０ミリ

で同じ軌道を使っていることがわかりました。向こうの資料を見

てどうしてその軌道が採用されたのかということが分かれば、板

橋での理由もわかるのではないかと思います。そこまで手を広げ

て調べたいということを考えています。宇治はもうちょっと狭い

４５０、５００だったか、また違うゲージを使っているようです

ので、それもどうしてその幅なのかがわかれば、またそれも板橋

にも返ってくると思っておりますので、そういうその他の火薬製

造所も含めてやっていきたいと思っております。 

波多野委員長 いいですか、このままお願いしておいて。 

はい。では一通り何とか時間過ぎましたけど終わりました。事

務局のほうから連絡をお願いします。 

事務局（品田） ２つご連絡がありまして、まず１点目が机上配付の資料で展示

事業があります。１月末にある展示の内容なのですが、杉山の方

からご説明をしてもらおうと思っております。 

事務局（杉山） １月２０日から３０日まで、毎年板橋区立中央図書館で１月に

展示を行っておりましたが、その第４回で、「点と展と」展、か

かわりなずむ津々浦々という展示を開催いたします。こちらはま

たパネル展になりますが、これまでの調査の結果、この史跡指定

地は、板橋に限らず、日本全国さらには世界各地にいろいろ繋が

りが見える史跡だということがわかって参りましたので、そうい

ったところを紹介していきたいと思います。 

また、中央図書館、史跡に限らず様々なお客様いらっしゃいま

すので、この史跡整備、これからできる板橋区史跡公園の事業の

紹介としていろいろな方に見ていただけるように準備をしたいと

思ってございます。ちなみに、広報用の画像は理研の記念資料室

さんからお借りした仁科研のお写真になっております。また近づ

きましたらご案内させていただきますのでどうぞよろしくお願い

いたします。 

事務局（品田） 最後に次回会議の予定のお話をさせていただきます。次回会議

は皆さんにもメールでお送りしておりますが３月３１日、年度末

でお忙しいところ大変申し訳ありませんが、３月３１日の１０時

から、場所が区役所本庁舎の災害対策本部室、以前もやりました

が南館４階にある災害対策本部室でやりたいと思っております。 

今回いろいろとまた宿題をいただいておりますので、次回の会議

で回答させていただきたいと思っております。それから３月末と
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いうことで、人事異動の発表もすでにあると思いますので、人事

異動があった場合はその時点でご紹介をするということも考えて

おります。 

波多野委員長 今日これからの説明をお願いします。 

事務局（品田） これからお時間ある方は、ここから歩いて３、４分のところに

中央図書館がございまして、令和５年度に行いましたアメリカの

公文書館の調査で出てきました日本初公開の資料や写真について 

皆さんにぜひご覧いただきたいと思いますので、もしお時間ある

方はご一緒に中央図書館へ行っていただいて展示を見ていただき

たいと思います。その時は杉山の方がいろいろと今回、資料集め

たり、文章を書いたりしていますので、杉山の方から写真の内容

についてご説明をさせていただきたいと思います。 

もし行かれる方は荷物をお持ちになって図書館の方にお進みい

ただければと思います。 

波多野委員長 どうもありがとうございました。これで終わりたいと思いま

す。大森先生、小野さん、平田さん、どうもありがとうございま

した。お礼申し上げます。 

 


